
3.　9.　1
※市外局番は書いてあるものを除きすべて
042です。

※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、
催しなどが中止・延期になる場合があります。 2

　【
対
象
者
】次
の
①
〜
⑥
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
世
帯

　
①
生
活
保
護
を
受
給
し
て
い
る

世
帯
②
身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２

級
の
者
が
属
す
る
非
課
税
世
帯
③

愛
の
手
帳
１
・
２
度
の
者
が
属
す

る
非
課
税
世
帯
④
精
神
障
害
者
保

健
福
祉
手
帳
１
級
の
者
が
含
ま
れ

る
非
課
税
世
帯
⑤
児
童
扶
養
手
当

ま
た
は
特
別
児
童
扶
養
手
当
受
給

世
帯
⑥
老
齢
福
祉
年
金
受
給
世
帯

　【
日
程
・
場
所
】▼
９
月
１５
日

（
水
）
＝
西
部
地
域
セ
ン
タ
ー
第

三
講
習
室
▼
９
月
１６
日
（
木
）
＝

東
部
地
域
セ
ン
タ
ー
会
議
室
２
▼

９
月
１７
日
（
金
）
＝
南
部
地
域
セ

ン
タ
ー
講
習
室
２
▼
９
月
２４
日

（
金
）
〜
２８
日
（
火
）
＝
市
役
所

７
階
７
０
３
会
議
室
（
土
曜
・
日

曜
日
も
受
け
付
け
）

　【
受
付
時
間
】▼
各
地
域
セ
ン

タ
ー
＝
午
前
１０
時
〜
１１
時
半
、
午

後
１
時
〜
４
時
▼
市
役
所
＝
午
前

９
時
半
〜
１１
時
半
、
午
後
１
時
〜

４
時
（
土
曜
・
日
曜
日
の
み
午
前

１０
時
〜
１１
時
半
、
午
後
１
時
〜
３

時
）

　【
提
出
書
類
】「
手
数
料（
減
額
・

　
市
で
は
、
要
介
護
状
態
と
な
っ

て
も
、
可
能
な
限
り
住
み
慣
れ
た

地
域
で
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、「
第

８
期
（
令
和
３
年
度
〜
５
年
度
）

東
久
留
米
市
高
齢
者
福
祉
計
画
・

介
護
保
険
事
業
計
画
」
に
基
づ
き
、

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の

公
募
を
行
い
ま
す
。

　【
公
募
の
内
容
】下
表
の
通
り

　【
公
募
要
領
と
各
種
様
式
の
配

布
】９
月
１
日（
水
）か
ら
、市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
取
得
で
き
ま
す

　【
応
募
意
向
確
認
兼
担
当
者
連

絡
先
票
の
受
け
付
け
】９
月
１０
日

（
金
）午
後
４
時
ま
で
に
、市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
「
応
募
意
向
確
認

兼
連
絡
先
票
」
を
取
得
し
、
必
ず

事
前
に
介
護
福
祉
課
へ
電
話
連
絡

の
上
、
同
課
宛
て
電
子
メ
ー
ル

（kaigofukushi@
city.higashi

kurum
e.lg.jp

）
で
ご
提
出
を

　
詳
し
く
は
同
課
介
護
サ
ー
ビ
ス

係
☎
４
７
０
・
７
７
５
０
へ
。

　
マ
ル
障
（
心
身
障
害
者
医
療
費

助
成
制
度
）
は
、
都
の
助
成
に
よ

り
、医
療
機
関
で
の
自
己
負
担（
保

険
診
療
分
）
の
一
部
ま
た
は
全
部

が
免
除
さ
れ
る
制
度
で
す
。

　
自
己
負
担
割
合
は
、
所
得
判
定

対
象
者
（
右
下
表
の
※
参
照
）
の

住
民
税
の
課
税
状
況
に
よ
り
異
な

り
ま
す
（
課
税
の
方
が
１
割
、
非

課
税
の
方
が
自
己
負
担
な
し
）。

　
以
前
か
ら
マ
ル
障
受
給
者
証
を

お
持
ち
の
方
に
は
、
右
下
表
の
所

得
制
限
基
準
額
を
基
に
所
得
の
判

定
を
行
い
、
９
月
１
日
（
水
）
か

ら
使
用
す
る
受
給
者
証
を
、
８
月

下
旬
に
送
付
し
ま
し
た
。

所
得
超
過
の
方

　
マ
ル
障
に
は
所
得
制
限
が
あ
り
、

所
得
超
過
に
よ
り
資
格
が
喪
失
す

る
方
に
は
、
消
滅
通
知
書
を
８
月

下
旬
に
送
付
し
ま
し
た
。

新
た
に
受
給
の 

対
象
に
な
る
方

　
現
在
マ
ル
障
受
給
者
証
を
お
持

ち
で
な
い
方
で
、
新
た
に
マ
ル
障

を
受
給
す
る
た
め
に
は
、
障
害
福

祉
課
（
市
役
所
１
階
）
へ
申
請
が

必
要
で
す
。

　【
対
象
者
】各
種
医
療
保
険
に
加

入
し
て
い
て
次
の
手
帳
を
お
持
ち

の
方

　
①
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
・
２

級
（
内
部
障
害
は
３
級
ま
で
）
②

愛
の
手
帳
１
度
・
２
度
③
精
神
障

害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級

　【
申
請
に
必
要
な
も
の
】対
象
者

　
現
在
、乳
幼
児
医
療
費
助
成（
マ

ル
乳
）・
義
務
教
育
就
学
児
医
療

費
助
成
（
マ
ル
子
）
の
医
療
証
を

お
持
ち
で
、
現
況
届
が
省
略
に

な
っ
た
方
、
ま
た
は
現
況
届
を
提

出
済
み
の
方
に
は
１０
月
１
日（
金
）

か
ら
使
用
す
る
医
療
証
を
９
月
下

旬
に
送
付
し
ま
す
。

　
な
お
、
現
況
届
の
提
出
が
必
要

な
方
に
は
、
６
月
下
旬
に
書
類
を

送
付
し
て
い
ま
す
。
未
提
出
の
方

は
お
早
め
に
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

所
得
超
過
の
方

　
マ
ル
子
に
は
所
得
制
限
が
あ
り

ま
す
。
３
年
度
か
ら
所
得
超
過
に

よ
り
資
格
が
消
滅
す
る
方
に
は
、

受
給
資
格
喪
失
通
知
書
を
９
月
下

旬
に
送
付
し
ま
す
。

新
た
に
受
給
の 

対
象
に
な
る
方

　
こ
れ
ま
で
所
得
超
過
の
た
め
マ

ル
子
の
対
象
で
な
か
っ
た
方
で
、

　
土
地
・
家
屋
の
所
有
者
が
亡
く

な
っ
て
、
相
続
人
な
ど
新
た
な
所

有
者（
現
所
有
者
）と
な
っ
た
方
は
、

そ
の
土
地
・
家
屋
の
現
所
有
者
で

あ
る
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か

ら
３
カ
月
以
内
に
「
固
定
資
産
現

所
有
者
申
告
書
」
を
提
出
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。
な
お
、
す
で
に
同
申
告

書
を
提
出
済
み
の
方
は
不
要
で
す
。

　
詳
し
く
は
課
税
課
土
地
資
産
税

係
☎
４
７
０
・
７
７
２
６
、
家
屋

資
産
税
係
☎
４
７
０
・
７
７
２
７

へ
。

　
４
年
度
の
固
定
資
産
税
・
都
市

計
画
税
の
課
税
に
当
た
り
、
土
地

の
利
用
状
況
の
調
査
を
行
い
ま
す
。

　
調
査
は
、
市
職
員
が
市
内
全
域

を
自
転
車
で
巡
回
し
、
更
地
だ
っ

た
土
地
に
家
屋
が
建
築
さ
れ
る
と

い
っ
た
土
地
の
利
用
状
況
の
変
化

な
ど
に
つ
い
て
、
主
に
目
視
で
確

認
す
る
も
の
で
す
。
実
施
期
間
は

９
月
〜
１２
月
ご
ろ
で
す
。

　
※
市
職
員
は
調
査
時
に
「
固
定

資
産
評
価
補
助
員
証
」
を
携
帯
し

て
い
ま
す
。

　
詳
し
く
は
課
税
課
土
地
資
産
税

係
☎
４
７
０
・
７
７
２
６
へ
。

　
現
在
、
都
が
本
市
の
南
町
で
整

備
を
進
め
て
い
る
「
東
村
山
都
市

計
画
道
路
３
・
４
・
１１
号
線
」
と

「
西
東
京
都
市
計
画
道
路
３・４・

９
号
線
（
西
東
京
市
）」
が
、
９

月
１０
日
（
金
）
に
開
通
し
ま
す
。

当
日
は
午
前
１１
時
か
ら
通
行
可
能

に
な
り
ま
す
。

　
詳
し
く
は
都
北
多
摩
北
部
建
設

事
務
所
工
事
第
一
課
☎
０
４
２
・

５
４
０
・
９
５
１
６
へ
。

免
除
）
申
請
書
」
お
よ
び
「
交
付

条
件
に
該
当
す
る
こ
と
が
わ
か
る

書
類
（
生
活
保
護
受
給
証
明
書
・

障
害
者
手
帳
・
非
課
税
証
明
書
・

児
童
扶
養
手
当
受
給
証
書
な
ど
）」

　【
ご
注
意
】▼
同
日
程
で
申
請
が

で
き
な
か
っ
た
方
や
、
年
度
の
途

中
で
減
免
の
条
件
に
該
当
し
た
方

は
、
ご
み
対
策
課
（
八
幡
町
２
ノ

１０
ノ
１０
）
で
申
請
を
受
け
付
け
ま

す
▼
毎
年
初
日
は
大
変
混
み
合
い

ま
す
の
で
、
分
散
し
て
の
ご
来
庁

に
ご
協
力
く
だ
さ
い
▼
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
た

め
、
マ
ス
ク
な
ど
の
感
染
症
対
策

を
し
た
上
で
ご
来
庁
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
ご
み
対
策
課
☎
４
７

３
・
２
１
１
７
へ
。

の
健
康
保
険
証
、
認
め
印
（
ス
タ

ン
プ
式
を
除
く
）、
前
記
①
〜
③

の
手
帳
、
１
月
２
日
以
降
に
市
内

に
転
入
し
た
方
は
、
３
年
度
住
民

税
課
税
（
非
課
税
）
証
明
書

　【
対
象
外
の
方
】６５
歳
以
上
で
初

め
て
前
記
①
〜
③
の
手
帳
に
該
当

す
る
こ
と
に
な
っ
た
方
、
生
活
保

護
受
給
世
帯
に
属
す
る
方
、
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
の
加
入
者
で
住

民
税
が
課
税
の
方
、
マ
ル
乳
（
乳

幼
児
医
療
費
助
成
制
度
）
の
医
療

証
を
お
持
ち
の
方

　
マ
ル
子
（
義
務
教
育
就
学
児
医

療
費
助
成
制
度
）
の
医
療
証
を
お

持
ち
で
所
得
判
定
対
象
者
の
住
民

税
が
非
課
税
の
方
は
、
マ
ル
障
を

申
請
し
て
く
だ
さ
い

　
詳
し
く
は
マ
ル
障
に
つ
い
て
が

同
課
管
理
係
☎
４
７
０
・
７
７
４

７
、
マ
ル
乳
・
マ
ル
子
に
つ
い
て

が
児
童
青
少
年
課
助
成
支
援
係
☎

４
７
０
・
７
７
３
６
へ
。

３
年
度
に
対
象
と
な
る
方
（
下
表

参
照
）
は
、
９
月
中
に
申
請
を
し

て
く
だ
さ
い
。
申
請
書
は
児
童
青

少
年
課
（
市
役
所
２
階
）
で
配
付

す
る
ほ
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
も
取
得
で
き
ま
す
。

　【
申
請
に
必
要
な
も
の
】対
象
児

童
の
健
康
保
険
証
の
写
し

　
詳
し
く
は
同
課
助
成
支
援
係
☎

４
７
０
・
７
７
３
６
へ
。

介
護
保
険
制
度

介
護
保
険
制
度

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
公
募
し
ま
す

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
公
募
し
ま
す

指
定
収
集
袋（
有
料
ご
み
袋
）の

指
定
収
集
袋（
有
料
ご
み
袋
）の

　
　
　
減
免
申
請
を
受
け
付
け
ま
す

　
　
　
減
免
申
請
を
受
け
付
け
ま
す

新
し
い
マ
ル
乳
・
マ
ル
子
医
療
証
を

新
し
い
マ
ル
乳
・
マ
ル
子
医
療
証
を

送
付
し
ま
す

送
付
し
ま
す

土
地
・
家
屋
の
所
有
者
が

亡
く
な
ら
れ
た
際
の
手
続
き
に
つ
い
て

固
定
資
産
税
の
現
況
調
査（
土
地
）を

行
い
ま
す

東
村
山
都
市
計
画
道
路

東
村
山
都
市
計
画
道
路

３
・
４
・

３
・
４
・
１１１１
号
線
が
開
通
し
ま
す

号
線
が
開
通
し
ま
す

表　公募の内容
サービス種類 整備圏域 整備数 指定・開設

（介護予防）認知症対
応型共同生活介護 市内全域

1 ５年度
（２０２３年度）看護小規模多機能型

居宅介護 1

※�事業形態は、事業者整備型またはオーナー整備型のいずれも応
募可能です。

※�詳細は市ホームページ掲載の「東久留米市地域密着型サービス
事業者公募要領」を参照してください。

表　マル障所得制限基準額
扶養親族等
の人数 所得額

０人 ３６０万４，０００円
1人 ３９８万４，０００円
２人 ４３６万４，０００円
３人 ４７４万４，０００円
４人 ５１２万４，０００円
５人 ５５０万４，０００円

※�所得判定対象者は受給者本人。
ただし、マル障で２０歳未満の
方は、国民健康保険法の世帯主
か社会保険の被保険者（本人が
国民健康保険法の世帯主か社会
保険の被保険者であれば２０歳
未満でも本人）。

義務教育就学児医療費助成所得制限限度額表　（３年１０月以降）
� ※３年度（２年分）所得で判定

扶養親族等の数 所得額 扶養親族等の数 所得額
０人 ６２２万円 ３人 ７３６万円
1人 ６６０万円 ４人 ７７４万円
２人 ６９８万円 ５人 ８１２万円

1．�「所得」とは、給与収入のみの方は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金
額－１０万円」、自営業者等で確定申告をしている方は、確定申告書の「所
得金額」の「合計」の額です。

２．�配偶者控除（同一生計配偶者）を受けている場合は扶養親族等の数に含みま
すが、配偶者特別控除に該当する配偶者は扶養親族等の数に含みません。

３．�年少扶養（１６歳未満）も扶養親族等の数に含みます。
☆所得制限限度額に加算する金額
　・扶養親族等の数が６人以上の場合� 1人につき　３８万円
　・老人扶養親族� 1人につき 　６万円
　・７０歳以上の同一生計配偶者� 1人につき 　６万円
☆所得額から控除できる金額
　・社会保険料相当額� 一律　８万円
　・雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除� 相当額
　・障害者控除額� （普通）２７万円　（特別）４０万円
　・寡婦控除額� ２７万円
　・ひとり親控除額� ３５万円
　・勤労学生控除額� ２７万円

　
市
で
は
、
将
来
の
ま
ち
の
あ
る

べ
き
姿
や
、
そ
の
実
現
に
向
け
て

の
道
筋
を
明
ら
か
に
す
る
「
都
市

計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
」
の
改
定

作
業
を
進
め
て
お
り
、
こ
の
た
び
、

素
案
を
作
成
し
ま
し
た
の
で
、
市

民
の
皆
さ
ん
か
ら
の
ご
意
見
を
募

集
し
ま
す
。

　【
閲
覧
期
間
・
場
所
】９
月
１
日

（
水
）
〜
２１
日
（
火
）
に
、
都
市

計
画
課
（
市
役
所
５
階
）、
市
政

情
報
コ
ー
ナ
ー
（
同
１
階
）、
中

央
・
滝
山
・
ひ
ば
り
が
丘
・
東
部

の
各
図
書
館
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
（
た
だ
し
、

各
施
設
の
閉
庁
日
・
休
館
日
を
除

く
）

　【
ご
意
見
の
提
出
方
法
】閲
覧
期

間
中
に
（
必
着
）、「
東
久
留
米
市

都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
改
定

に
関
す
る
意
見
」
と
明
記
し
て
、

住
所・氏
名・年
代（
例
＝
２０
代
）・

ご
意
見
（
書
式
自
由
）
を
記
入
の

上
、
〒
２
０
３

−

８
５
５
５
、
市

　
市
で
は
、
平
成
２８
年
度
に
策
定

し
た
「
東
久
留
米
市
男
女
平
等
推

進
プ
ラ
ン
」
の
進
捗
状
況
を
把
握

す
る
と
と
も
に
、
次
期
計
画
策
定

の
資
料
と
す
る
た
め
、
ア
ン
ケ
ー

ト
を
実
施
し
ま
す
。
調
査
は
市
内

在
住
の
１８
歳
以
上
の
方
の
中
か
ら

２
０
０
０
人
を
無
作
為
に
抽
出
し
、

役
所
都
市
計
画
課
宛
て
郵
送
、

フ
ァ
ク
ス
（
４
７
０・７
８
０
９
）

ま
た
は
電
子
メ
ー
ル（toshikeik

aku@
city.higashikurum

e.lg.
jp

）
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
※
電
話
や
来
庁
に
よ
る
口
頭
で

の
ご
意
見
は
受
け
付
け
で
き
ま
せ

ん
。
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
ご
意
見

は
、
個
人
情
報
を
除
い
た
上
で
要

約
し
、
後
日
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
公
開
し
ま
す
。
ご
意
見
の
返
却

や
個
別
の
回
答
は
い
た
し
ま
せ
ん

の
で
、
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ

さ
い
。

　
詳
し
く
は
都
市
計
画
課
計
画
調

整
担
当
☎
４
７
０
・
７
７
６
２
へ
。

９
月
中
旬
に
調
査
票
を
送
付
す
る

予
定
で
す
。
調
査
票
が
届
い
た
方

は
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

調
査
結
果
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な

ど
で
公
表
し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
生
活
文
化
課
男
女
共

同
参
画
係
☎
４
７
０
・
７
７
３
８

へ
。

「
東
久
留
米
市
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン

（
素
案
）」に
対
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

（
ご
意
見
）を
募
集
し
ま
す

開通区間　位置図所沢街道

南町小学校
東
３
・
４
・
18

南町
運動広場

東３・４・11
西３・４・９

東久
留米
境通
り

西
原
自
然
公
園
通
り

柳新田通り

新青梅街道

開通区間

N

男
女
平
等
・
共
同
参
画
に
関
す
る

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
ま
す

都
の
心
身
障
害
者
医
療
費
助
成
制
度

都
の
心
身
障
害
者
医
療
費
助
成
制
度

マ
ル
障
受
給
者
証
を
更
新
し
ま
す

マ
ル
障
受
給
者
証
を
更
新
し
ま
す


